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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月13日(2015.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
　[実施例３]
　数平均分子量１０００のポリオキシプロピレングリコールの代わりに、数平均分子量１
０００のポリオキシテトラメチレングリコールを同量使用すること以外は実施例１と同様
の方法で、不揮発分４０質量％のウレタン樹脂組成物（ＩＩＩ）を得た。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
　[実施例４]
　ドデシルジフェニルエーテルスルホン酸ジナトリウムの４０質量％水溶液の使用量１４
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０質量部を、４７質量部に変更すること以外は、実施例１と同様の方法で、不揮発分４０
質量％のウレタン樹脂組成物（ＩＶ）を得た。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　[実施例５]
　数平均分子量約１６，０００のポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール５
６質量部を含む水溶液９０７質量部と、ドデシルジフェニルエーテルスルホン酸ジナトリ
ウムの４０質量％水溶液１４０質量部とを一括して、実施例１に記載の前記ウレタンプレ
ポリマーのトルエン溶液を４０℃まで冷却したものと混合し、ホモミキサーを用いて撹拌
すること以外は、実施例１と同様の方法で、不揮発分４０質量％のウレタン樹脂組成物（
Ｖ）を得た。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　[比較例１]
　数平均分子量約１６，０００のポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを
使用しないこと以外は、実施例１と同様の方法で、不揮発分４０質量％のウレタン樹脂組
成物（ＶＩ）を得た。前記ウレタン樹脂組成物（ＶＩ）は、ウレタン樹脂が凝集し前記水
と分離したものであった。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　[比較例２]
　ドデシルジフェニルエーテルスルホン酸ジナトリウムを使用しないこと以外は、実施例
１と同様の方法で、不揮発分４０質量％のウレタン樹脂組成物（ＶＩＩ）を得た。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
　[比較例３]
　数平均分子量約１６，０００のポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールの
代わりに、ドデシルジフェニルエーテルスルホン酸ジナトリウムの５０質量％水溶液を１
１２質量部使用すること以外は、実施例１と同様の方法で、不揮発分４０質量％のウレタ
ン樹脂組成物（ＶＩＩＩ）を得た。前記ウレタン樹脂組成物（ＶＩＩＩ）は、ウレタン樹
脂が凝集し前記水と分離したものであった。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８



(3) JP 2014-9290 A5 2015.7.2

【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　[比較例４]
　数平均分子量約１６，０００のポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールの
代わりに、カチオン性界面活性剤の５０質量％水溶液（日本乳化剤（株）製、テクスノー
ル Ｒ５）を１１２質量部使用すること以外は、実施例１と同様の方法で、不揮発分４０
質量％のウレタン樹脂組成物（ＩＸ）を得た。前記ウレタン樹脂組成物（ＩＸ）は、ウレ
タン樹脂が凝集し前記水と分離したものであった。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
【表１】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】

【表２】
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